
◎有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の

一部を改正する法律 
（令和三年三月三一日法律第一八号）（衆）   

一、 提案理由（令和三年三月一八日・衆議院本会議） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する

法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 本案は、有明海及び八代海等の海域において赤潮や貧酸素水塊の発生が続き、水産資

源が回復するに至っていないこと等に鑑み、令和三年度から令和十三年度までに行われ

る港湾又は漁港における汚泥等の堆積を排除するために行う事業及び漁場における特定

の漁港漁場整備事業に係る経費に対する国の補助の割合の特例並びにこれらの事業に係

る経費に関する地方債の特例について定めるとともに、国及び地方公共団体による海岸

漂着物の処理等について定めるものであります。 

 本案は、昨十七日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案

とすることに決したものであります。 

 なお、本委員会におきまして、有明海及び八代海等の再生に関する件を本委員会の決

議として議決したことを申し添えます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○決議（令和三年三月一七日） 

 国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫である有明海及び八代海等を豊かな

海として再生するため、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法

律」に基づき、海域環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業振興に関す

る取組が行われてきた。しかしながら、その再生は道半ばであり、今後も引き続き、有

明海及び八代海等における漁業振興に関する施策を強力に推進する必要がある。 

 よって、政府は、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一

部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 有明海及び八代海等の海域環境の保全及び改善のため、赤潮や貧酸素水塊の被害防

止対策、近年頻発する豪雨等に伴い発生する海岸漂着物等の除去及び処理のための十

分な予算を確保し、地方公共団体と協力して取組を推進すること。 

二 有明海及び八代海等における漁場生産力の増進、水産動植物の増殖及び養殖の取組

を支援し、同海域における水産資源の回復と持続的な利用を確保し、漁業振興に関す

る取組を着実に進め加速化すること。その際、指定地域内の状況の違いに十分配慮す

ること。 

三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行状況の公表に当たっては、



有明海及び八代海等における環境等の変化の原因・要因、再生の方策が分かりやすい

ものとなるよう十分に配慮すること。また、国及び関係県が行う調査の内容について

は、地域や季節によって状況が大きく異なる同海域の特性を十分に踏まえ、きめ細か

な分析を行うこと。 

 右決議する。 

二、 参議院農林水産委員長報告（令和三年三月三一日） 

○上月良祐君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、有明海及び八代海等の再生のために行う事業について、国の補助割合の

特例期限を延長するとともに、地方債の特例措置を追加しようとするものであります。 

 委員会におきましては、提出者の高鳥修一衆議院農林水産委員長より趣旨説明を聴取

した後、対象海域の現状及び法改正の意義、干拓による環境への影響等について質疑が

行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月三〇日） 

 国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫である有明海及び八代海等を豊かな

海として再生するため、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法

律」に基づき、海域環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業振興に関す

る取組が行われてきた。しかしながら、その再生は道半ばであり、今後も引き続き、有

明海及び八代海等における漁業振興に関する施策を強力に推進する必要がある。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 有明海及び八代海等の海域環境の保全及び改善のため、赤潮や貧酸素水塊の被害防

止対策、近年頻発する豪雨等に伴い発生する海岸漂着物等の除去及び処理のための十

分な予算を確保し、地方公共団体と協力して取組を推進すること。 

二 有明海及び八代海等における漁場生産力の増進、水産動植物の増殖及び養殖の取組

を支援し、同海域における水産資源の回復と持続的な利用を確保し、漁業振興に関す

る取組を着実に進め加速化すること。その際、指定地域内の状況の違いに十分配慮す

ること。 

三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行状況の公表に当たっては、

有明海及び八代海等における環境等の変化の原因・要因、再生の方策が分かりやすい

ものとなるよう十分に配慮すること。また、国及び関係県が行う調査の内容について

は、地域や季節によって状況が大きく異なる同海域の特性を十分に踏まえ、きめ細か

な分析を行うこと。 



  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


